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自
治
体
の
制
約

不
十
分
な
権
限

　
横
浜
市
で
お
こ
た
っ
て
い
る
大
半
の
事
務
は
、
法
律
に
よ
っ

て
国
か
ら
委
任
さ
れ
た
も
の
で
、
指
揮
監
督
権
は
国
や
県
が
も

っ
て
い
る
。
市
民
に
身
近
な
例
で
い
え
ば
、
福
祉
事
務
所
、
保

健
所
の
事
務
、
区
役
所
で
お
こ
な
っ
て
い
る
戸
籍
や
国
民
年
金

事
務
な
ど
も
こ
の
委
任
事
務
で
あ
る
。
そ
の
他
、
広
範
に
わ
た

る
委
任
事
務
が
あ
り
、
法
律
、
政
令
、
各
省
通
達
で
し
ば
ら

れ
、
市
役
所
が
市
民
や
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
仕
事
を
す
る
上

で
大
き
な
制
約
と
な
っ
て
い
る
（
表
3
1
、
表
3
2
）
。
＊

　
ま
た
、
権
限
を
ど
こ
が
も
っ
て
い
る
か
を
み
て
も
、
た
と
え

ば
交
通
体
系
で
は
、
駐
車
禁
止
区
域
の
指
定
や
通
行
禁
止
な
ど

重
要
な
問
題
の
権
限
は
、
国
や
県
な
ど
が
も
っ
て
い
て
市
に
は

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
横
浜
市
の
で
き
る
こ
と
は
、
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
な
ど
安
全
施
設
の
整
備
だ
け
で
、
総
合
的
な
安
全
対
策
を

た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
市
民
の
足
と
い
わ
れ
る
バ
ス
、
地

下
鉄
に
つ
い
て
も
、
路
線
な
ど
の
許
認
可
権
は
、
国
が
お
さ
え

て
い
る
（
表
3
3
）
。

　
＊
表
は
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
以
降
に
一
括
掲
載
。

少
な
い
自
主
財
源

　
自
治
体
財
政
に
と
っ
て
、
市
民
の
生
活
環
境
整
備
や
福
祉
の

た
め
の
諸
施
策
に
、
自
治
体
独
自
の
判
断
で
使
う
こ
と
の
で
き

る
い
わ
ゆ
る
自
主
財
源
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
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市
税
は
、
こ
の
自
主
財
源
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
現

在
、
国
全
体
の
税
収
総
額
に
占
め
る
市
町
村
税
の
配
分
割
合

は
、
一
五
・
二
％
（
四
十
七
年
度
）
と
非
常
に
少
な
い
。
横
浜

市
域
内
で
お
さ
め
ら
れ
る
税
金
に
つ
い
て
み
て
も
、
総
額
四
、

五
九
三
億
円
の
配
分
割
合
は
、
国
六
五
・
五
％
、
県
一
八
・
五

％
に
対
し
て
、
市
は
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
歳
入
の
総

額
に
占
め
る
市
税
収
人
の
割
合
は
、
四
四
。
二
％
で
、
三
十
年

度
の
五
二
・
九
％
か
ら
み
る
と
年
々
悪
化
し
て
き
て
い
る
（
図

1
6
）
。

図一16　歳入中に占める市税収入の
　　　　割合の推移

自
治
体
の
制
約

不
合
理
な
超
過
負
担

　
四
十
九
年
度
の
横
浜
市
に
お
け
る
超
過
負
担
、
つ
ま
り
国
が

法
律
で
決
め
ら
れ
た
費
用
を
負
担
し
な
い
た
め
、
そ
の
分
を
市

が
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
金
額
は
、
公
営
住
宅
、
学
校
、
保
育

所
、
ご
み
処
理
施
設
、
保
健
所
、
国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険

な
ど
の
事
務
事
業
に
限
っ
て
み
て
も
、
約
九
九
億
円
に
達
し
て

い
る
（
表
3
4
）
。
こ
の
超
過
負
担
は
、
下
水
道
、
公
園
、
公
害

な
ど
、
横
浜
市
で
お
こ
な
っ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
事
業
に
及
ん

で
い
る
。

　
四
十
八
年
八
月
に
摂
津
市
は
、
保
育
所
設
置
に
関
す
る
超
過

負
担
の
問
題
で
、
過
去
三
年
間
の
市
費
持
ち
出
し
分
に
つ
い
て

約
四
、
四
〇
〇
万
円
を
国
に
請
求
す
る
行
政
訴
訟
を
お
こ
し

た
。
横
浜
市
を
は
じ
め
、
同
じ
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
全
国
多

数
の
自
治
体
が
、
こ
の
摂
津
訴
訟
を
支
援
し
た
の
は
当
然
で
あ

る
。

　
ま
た
超
過
負
担
と
は
別
だ
が
、
国
か
ら
の
補
助
金
の
補
助
率

や
補
助
制
度
で
は
、
幹
線
道
路
な
ど
産
業
基
盤
の
整
備
に
対
し

て
は
優
遇
、
自
治
体
が
力
を
入
れ
た
い
福
祉
、
公
園
、
ゴ
ミ
な
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ど
生
活
環
境
の
整
備
に
は
割
が
悪
く
な
っ
て
い
る
。

学
校
建
設
の
重
圧

　
現
在
の
財
政
制
度
上
の
不
合
理
な
諸
問
題
に
加
え
て
、
横
浜

市
の
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
大
き
な
要
因
に
は
、
学
校
建
設
の

重
圧
が
あ
る
。
こ
の
七
年
間
の
一
般
会
計
歳
出
予
算
を
み
て

も
、
常
に
最
上
位
に
あ
る
の
は
教
育
費
で
、
四
十
九
年
度
も
、

一
般
会
計
の
一
七
・
六
％
、
三
九
二
億
円
を
占
め
て
い
る
（
図

1
7
、
図
1
8
）
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
口
の
激
増
に
よ
り
、

年
々
一
万
五
、
〇
〇
〇
人
前
後
の
児
童
が
増
え
て
い
る
た
め
で

あ
る
（
図
1
9
）
。
総
合
計
画
に
よ
る
と
、
四
十
八
年
度
か
ら
六

十
年
度
ま
で
に
三
七
〇
校
（
小
学
校
二
四
四
、
中
学
校
一
二

六
）
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
建

設
量
は
、
大
阪
市
な
ど
他
の
大
都
市
と
比
較
し
て
も
圧
倒
的
に

多
い
（
表
3
5
）
。

　
学
校
用
地
を
除
い
て
、
一
校
当
り
の
建
設
費
は
、
四
億
一
、

〇
〇
〇
万
円
か
か
る
。
四
十
九
年
度
は
、
小
・
中
学
校
あ
わ
せ

て
一
、
四
七
六
教
室
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
学
校
建

設
に
も
国
の
補
助
金
の
枠
や
補
助
率
の
低
さ
、
超
過
負
担
（
図

市民１人当りの予算額

　　　　　(昭和49年度)

図一18一般会計歳出予算内訳の推移17図



2
0
）
な
ど
が
あ
り
、
横
浜
市
の
財
政
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。

　
こ
の
た
め
、
横
浜
市
で
は
四
十
五
年
に
「
横
浜
市
学
校
建
設

公
社
」
を
設
け
、
学
校
の
先
行
建
設
（
四
十
九
年
度
は
、
全
体

の
約
三
分
の
一
）
を
し
て
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
い
木
造

校
舎
を
鉄
筋
に
建
て
か
え
る
た
め
の
財
源
に
、
い
わ
ゆ
る
法
人

の
「
超
過
課
税
」
を
お
こ
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
四
十
九
年
七

月
に
市
税
条
例
を
一
部
改
正
し
、
現
行
の
地
方
税
法
で
ゆ
る
さ

れ
て
い
る
市
民
税
法
人
税
割
の
税
率
を
変
更
し
、
資
本
金
一
〇

図一19　ふえる児童生徒

自
治
体
の
制
約

億
円
以
上
の
大
企
業
に
は
制
限
税
率
い
っ
ぱ
い
の
一
四
・
五
％

ま
で
、
そ
れ
以
下
の
企
業
に
は
格
差
を
つ
け
て
一
〇
億
円
か
ら

五
億
円
ま
で
は
一
三
・
三
％
、
五
億
円
未
満
は
、
標
準
税
率
の

一
二
・
一
％
に
す
え
お
い
た
。
全
国
の
市
町
村
で
制
限
税
率
を

適
用
し
て
い
る
の
は
、
約
八
〇
〇
団
体
（
二
五
％
）
あ
る
が
、

税
負
担
に
差
を
設
け
、
不
均
一
課
税
を
採
用
し
た
の
は
、
横
浜

市
が
初
め
て
で
あ
る
。
こ
の
増
収
分
は
、
向
う
五
ヵ
年
間
の
老

図一20　校舎建設と超過負担

185



186
資料として

横
浜
の
私
た
ち

朽
木
造
校
舎
の
鉄
筋
化
（
七
〇
校
、
九
七
四
教
室
）
に
あ
て
ら

れ
る
。
　

低
い
法
人
の
税
負
担

　
自
治
体
は
、
企
業
の
集
中
に
と
も
な
い
、
道
路
・
下
水
な
ど

の
都
市
施
設
、
教
育
施
設
、
公
害
対
策
と
い
っ
た
面
で
、
多
く

の
負
担
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
企
業
は
、
都
市
に
あ
る
こ
と
で

利
益
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
利
益
に
見
合
っ
た
分
を
地
域
に
還

元
し
て
い
な
い
。
法
人
所
得
課
税
の
市
町
村
へ
の
配
分
割
合

は
、
八
・
一
％
で
あ
り
、
個
人
所
得
課
税
の
一
六
％
と
比
較
し

て
も
い
ち
ぢ
る
し
く
低
い
。

都
市
連
帯
で
政
策
転
換
を

　
本
来
、
企
業
活
動
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
大
都
市
財
政
需
要

に
つ
い
て
は
、
企
業
利
潤
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
活
動

に
と
も
な
う
必
要
経
費
と
し
て
負
担
を
求
め
て
よ
か
ろ
う
。
横

浜
市
な
ど
の
大
都
市
は
、
都
市
税
源
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い

「
事
務
所
・
事
業
所
税
」
の
創
設
を
国
へ
要
望
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
九
大
都
市
で
は
、
毎
年
共
同
し
て
、
重
要
な
予
算

事
項
を
、
政
府
や
国
会
に
要
望
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容

は
、
大
都
市
税
財
源
の
確
保
、
国
か
ら
の
補
助
金
の
引
き
上

げ
、
超
過
負
担
の
解
消
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
（
表
3
6
）
。
ま

た
、
最
近
の
経
済
、
社
会
の
変
動
の
な
か
で
、
自
治
体
が
連
帯

し
て
物
価
、
福
祉
、
土
地
政
策
な
ど
に
つ
い
て
、
革
新
市
長
会

な
ど
に
よ
る
都
市
連
帯
を
強
化
し
な
が
ら
国
へ
政
策
の
転
換
を

求
め
て
い
る
。
自
治
体
は
、
市
民
生
活
を
守
る
ト
リ
デ
と
し
て

の
役
割
を
ま
す
ま
す
重
く
し
て
き
て
い
る
。
、
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表-31　横浜市における機関委任事務
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表-32　市の仕事

●公共事務(固有事務)

　　(市の本来的な仕事で，住民の福

　　祉向上のために行なう事務と，市

　　自体の存在を維持するために行な

　　う事務)

　水道・電車・バスなどの事業の経

　営，下水道事業・公園・運動場・図

　書館・公会堂などの設置と管理，病

　院・産院・授産所・墓地・火葬場な

　どの設置と管理

　ゴミ・し尿の収集処理

　市長・市会議員の選挙，市税の賦課

　徴収

　条例規則の制定，予算・決算の作成

　など

●団体委任事務

　　　(国または他の公共団体から市に

　委任された仕事。実質的には市本

　　来の仕事とあまり変らない)

　福祉事務所・児童相談所・保育所・

　保健所・伝染病院などの設置と管

資料として

　理，学校の建設と経営

　県道の管理・地域防災計画の作成・

　国民健康保険事業・失業対策事業の

　実施など

●行政事務

　　(住民の権利や自由を制限し，ま

　　たは規制するような内容をもつ権

　　力的な仕事で，国または県に属さ

　　ない仕事)

　飼い犬の取締り事務など

●機関委任事務

　　(法律にようて，主として国から

　　市長に委任された仕事。　この場

　合，市長は国の機関として仕事を

　　行なう)

　結核の健康診断，予防接種，飲食店

　の許可，生活保護の実施，身障・精

　薄者の援護，建築物などの許可，開

　発許可，国会議員の選挙，戸籍事

務，国勢調査，その他広い範囲にわ

　たっている
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表
-
3
3

交
通
問
題
に
係
る
主
な
権
限
の
配
分
状
況
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表-34　主な超過負担額調

資料として

(単位百万円)

表-35　義務教育施設（一般校舎）の整備状況

横
浜
の
私
た
ち

190



自
治
体
の
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表-36　指定都市の国家予算に対する要望事項
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